
石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 

 

（ 趣 旨 ） 

第 一 条 こ の 規 則 は 、 石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 石 川 県 条 例 第 四 十 号 。

以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。 

（ 認 定 こ ど も 園 の 職 員 の 配 置 の 基 準 ） 

第 二 条 条 例 第 三 条 第 二 項 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 職 員 の 数 を 満 一 歳 未 満 の 子 ど も お お む ね 三 人 に つ き 一 人 以 上 、 満 一 歳 以

上 満 三 歳 未 満 の 子 ど も お お む ね 六 人 に つ き 一 人 以 上 、 満 三 歳 以 上 満 四 歳 未 満 の 子 ど も お お む ね 二 十 人 に つ き 一 人 以 上 、 満

四 歳 以 上 の 子 ど も お お む ね 三 十 人 に つ き 一 人 以 上 と す る こ と と す る 。 た だ し 、 当 該 職 員 の 数 は 、 常 時 二 人 を 下 回 ら な い も

の と す る 。 

（ 認 定 こ ど も 園 の 職 員 の 資 格 の 特 例 ） 

第 三 条 条 例 第 四 条 第 三 項 た だ し 書 の 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 場 合 と す る 。 

一 保 育 所 型 認 定 こ ど も 園 又 は 地 方 裁 量 型 認 定 こ ど も 園 の 認 定 を 受 け る 場 合 

二 学 級 担 任 を 幼 稚 園 の 教 員 免 許 状 を 有 す る 者 と す る こ と が 困 難 で あ る 場 合 

三 学 級 担 任 と し て 置 こ う と す る 職 員 が 、 保 育 士 の 資 格 を 有 し 、 そ の 意 欲 、 適 性 及 び 能 力 等 を 考 慮 し て 適 当 と 認 め ら れ る

も の が 、 幼 稚 園 の 教 員 免 許 状 の 取 得 に 向 け た 努 力 を 行 っ て い る 場 合 

２ 条 例 第 四 条 第 四 項 た だ し 書 の 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 場 合 と す る 。 

一 幼 稚 園 型 認 定 こ ど も 園 又 は 地 方 裁 量 型 認 定 こ ど も 園 の 認 定 を 受 け る 場 合 

二 教 育 及 び 保 育 時 間 相 当 利 用 児 の 保 育 に 従 事 す る 者 を 保 育 士 の 資 格 を 有 す る 者 と す る こ と が 困 難 で あ る 場 合 

三 教 育 及 び 保 育 時 間 相 当 利 用 児 の 保 育 に 従 事 す る 者 と し て 置 こ う と す る 職 員 が 、 幼 稚 園 の 教 員 免 許 状 を 有 し 、 そ の 意 欲 、

適 性 及 び 能 力 等 を 考 慮 し て 適 当 と 認 め ら れ る も の が 、 保 育 士 の 資 格 の 取 得 に 向 け た 努 力 を 行 っ て い る 場 合 

（ 認 定 こ ど も 園 の 施 設 設 備 に 関 す る 基 準 ） 

第 四 条 条 例 第 五 条 第 二 項 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 園 舎 の 面 積 を 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 学 級 数 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄



に 定 め る 面 積 以 上 と す る 。 

学 級 数 面 積 （ 平 方 メ ー ト ル ） 
一 学 級 １８０ 

二 学 級 以 上 ３２０＋１００×（学級数－２） 

２ 条 例 第 五 条 第 四 項 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 保 育 室 又 は 遊 戯 室 の 面 積 を 満 二 歳 以 上 の 子 ど も 一 人 に つ き 一 ・ 九 八 平 方 メ ー

ト ル 以 上 と す る こ と と す る 。 

３ 条 例 第 五 条 第 五 項 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 屋 外 遊 技 場 の 面 積 に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。 

 一 満 二 歳 以 上 の 子 ど も 一 人 に つ き 三 ・ 三 平 方 メ ー ト ル 以 上 で あ る こ と 。 

 二  次 の 表 に 掲 げ る 面 積 に 満 二 歳 以 上 満 三 歳 未 満 の 子 ど も に つ い て 前 号 に よ り 算 定 し た 面 積 を 加 え た 面 積 以 上 で あ る こ

と 。 

学 級 数 面 積 （ 平 方 メ ー ト ル ） 

二 学 級 以 下 ３３０＋３０×（学級数－１） 

三 学 級 以 上 ４００＋８０×（学級数－３） 

４ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 既 存 の 保 育 所 又 は 保 育 機 能 施 設 が 保 育 所 型 認 定 こ ど も 園 又 は 地 方 裁 量 型 認 定 こ ど も 園 の 認 定

を 受 け る 場 合 で あ っ て 、 同 項 第 一 号 の 基 準 を 満 た す と き は 、 同 項 第 二 号 の 基 準 を 満 た す こ と を 要 し な い 。 

５ 第 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 既 存 の 幼 稚 園 又 は 保 育 機 能 施 設 が 幼 稚 園 型 認 定 こ ど も 園 又 は 地 方 裁 量 型 認 定 こ ど も 園 の 認

定 を 受 け る 場 合 で あ っ て 、 同 項 第 二 号 の 基 準 を 満 た す と き は 、 同 項 第 一 号 の 基 準 を 満 た す こ と を 要 し な い 。 

６ 条 例 第 五 条 第 十 項 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 乳 児 室 の 面 積 は 、 満 二 歳 未 満 の 子 ど も 一 人 に つ き 一 ・ 六 五 平 方 メ ー ト ル 以 上 と す る こ と 。 

二 ほ ふ く 室 の 面 積 は 、 満 二 歳 未 満 の 子 ど も 一 人 に つ き 三 ・ 三 平 方 メ ー ト ル 以 上 と す る こ と 。 

（ 認 定 こ ど も 園 の 教 育 及 び 保 育 の 内 容 に 関 す る 基 準 ） 

第 五 条 条 例 第 六 条 第 二 号 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 認 定 こ ど も 園 に お け る 教 育 及 び 保 育 は 、 満 三 歳 以 上 の 子 ど も に 対 す る 学 校 教 育 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） 第



二 十 三 条 各 号 に 掲 げ る 目 標 の 達 成 に 向 け た 教 育 の 提 供 及 び 家 庭 に お い て 養 育 さ れ る こ と が 困 難 な 子 ど も に 対 す る 保 育

の 提 供 の 二 つ の 機 能 が 一 体 と し て 展 開 さ れ る も の で あ る こ と 。 
二 次 に 掲 げ る 幼 稚 園 教 育 要 領 （ 平 成 二 十 年 文 部 科 学 省 告 示 第 二 十 六 号 ） 及 び 保 育 所 保 育 指 針 （ 平 成 二 十 年 厚 生 労 働 省 告

示 第 百 四 十 一 号 ） の 目 標 が 達 成 さ れ る よ う に 教 育 及 び 保 育 を 提 供 す る こ と 。 

イ 十 分 に 養 護 の 行 き 届 い た 環 境 の 下 に 、 く つ ろ い だ 雰 囲 気 の 中 で 子 ど も の 様 々 な 欲 求 を 適 切 に 満 た し 、 生 命 の 保 持 及 び

情 緒 の 安 定 を 図 る よ う に す る こ と 。 

ロ 健 康 、 安 全 で 幸 福 な 生 活 の た め の 基 本 的 な 生 活 習 慣 や 態 度 を 育 て 、 健 全 な 心 身 の 基 礎 を 培 う よ う に す る こ と 。 

ハ 人 と の 関 わ り の 中 で 、 人 に 対 す る 愛 情 と 信 頼 感 、 そ し て 人 権 を 大 切 に す る 心 を 育 て る と と も に 、 自 立 と 協 調 の 態 度

並 び に 道 徳 性 の 芽 生 え を 培 う よ う に す る こ と 。 

ニ 自 然 な ど の 身 近 な 事 象 へ の 興 味 や 関 心 を 育 て 、 そ れ ら に 対 す る 豊 か な 心 情 や 思 考 力 の 芽 生 え を 培 う よ う に す る こ と 。 

ホ 日 常 生 活 の 中 で 、 言 葉 へ の 興 味 や 関 心 を 育 て 、 喜 ん で 話 し た り 、 聞 い た り す る 態 度 や 豊 か な 言 葉 の 感 覚 を 養 う よ う

に す る こ と 。 

ヘ 多 様 な 体 験 を 通 じ て 豊 か な 感 性 を 育 て 、 創 造 性 を 豊 か に す る よ う に す る こ と 。 

三 前 号 の 目 標 を 達 成 す る た め 、 子 ど も の 発 達 の 状 況 等 に 応 じ 、 よ り 具 体 化 し た 教 育 及 び 保 育 の ね ら い 及 び 内 容 を 定 め 、

子 ど も の 主 体 的 な 活 動 を 促 し 、 乳 幼 児 期 に ふ さ わ し い 生 活 が 展 開 さ れ る よ う に 環 境 を 構 成 し 、 子 ど も が 発 達 に 必 要 な 体

験 を 得 ら れ る よ う に す る こ と 。 

四 認 定 こ ど も 園 に お い て 教 育 及 び 保 育 を 行 う に 当 た っ て は 、 次 の 事 項 に つ い て 特 に 配 慮 す る こ と 。 

イ 認 定 こ ど も 園 の 利 用 を 始 め た 年 齢 の 相 違 に よ り 集 団 生 活 の 経 験 年 数 が 異 な る 子 ど も が い る こ と に 配 慮 す る 等 、 子 ど

も の 発 達 の 連 続 性 を 考 慮 し て 一 貫 し た 教 育 及 び 保 育 を 行 う こ と 。 

ロ 子 ど も の 一 日 の 生 活 の 連 続 性 及 び 多 様 性 に 配 慮 す る と と も に 、 保 護 者 の 生 活 形 態 を 反 映 し た 子 ど も の 利 用 時 間 及 び

登 園 日 数 の 相 違 を 踏 ま え 、 教 育 及 び 保 育 の 内 容 オ 代 費 そ の 提 供 に つ い て 工 夫 す る こ と 。 

ハ 教 育 時 間 相 当 利 用 児 並 び に 教 育 及 び 保 育 時 間 相 当 利 用 児 に 共 通 の 四 時 間 程 度 の 利 用 時 間 （ 以 下 「 共 通 利 用 時 間 」 と

い う 。 ） に お い て 、 幼 児 期 の 特 性 を 踏 ま え 、 教 育 活 動 の 充 実 を 図 る こ と 。 



ニ 子 育 て 支 援 事 業 に つ い て は 、 保 護 者 及 び 地 域 の 子 育 て を 自 ら 実 践 す る 力 を 高 め る 観 点 に 立 っ て 実 施 す る こ と 。 
五 認 定 こ ど も 園 に お け る 教 育 及 び 保 育 に つ い て は 、 前 号 に 掲 げ る 事 項 を 踏 ま え つ つ 、 個 々 の 認 定 こ ど も 園 が 目 指 す 目 標 、

理 念 及 び 運 営 の 方 針 を 明 確 に す る こ と 。 

六 認 定 こ ど も 園 に お い て は 、 教 育 及 び 保 育 を 一 体 的 に 提 供 す る た め 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 留 意 し て 、 幼 稚 園 に お け る 教 育

課 程 及 び 保 育 所 に お け る 保 育 計 画 の 双 方 の 性 格 を 併 せ 持 つ 教 育 及 び 保 育 の 内 容 に 関 す る 全 体 的 な 計 画 並 び に 年 、 学 期 、

月 、 週 及 び 日 を 単 位 と す る 期 間 ご と の 指 導 に 係 る 計 画 （ 以 下 「 指 導 計 画 」 と い う 。 ） を 作 成 し 、 教 育 及 び 保 育 を 行 う こ

と 。 

イ 指 導 計 画 の 作 成 に 当 た っ て は 、 教 育 時 間 相 当 利 用 児 と 教 育 及 び 保 育 時 間 相 当 利 用 児 の 利 用 時 間 の 相 違 に 留 意 し 、 子

ど も の 一 日 の 生 活 時 間 に 配 慮 し 、 活 動 及 び 休 息 の 調 和 を 図 る 等 子 ど も の 一 日 の 生 活 時 間 に 配 慮 す る こ と 。 

ロ 共 通 利 用 時 間 に お け る 教 育 及 び 保 育 に つ い て は 、 幼 稚 園 教 育 要 領 及 び 保 育 所 保 育 指 針 に 基 づ き 実 施 し 、 指 導 計 画 に

定 め た 具 体 的 な 目 標 を 達 成 す る こ と 。 

ハ 満 三 歳 以 上 の 子 ど も に つ い て は 、 学 級 に お け る 集 団 に よ る 活 動 と と も に 、 満 三 歳 未 満 の 子 ど も を 含 む 異 な る 年 齢 の

子 ど も に よ る 活 動 を 、 発 達 の 状 況 に も 配 慮 し つ つ 適 切 に 組 み 合 わ せ て 設 定 す る 等 の 工 夫 を す る こ と 。 

ニ 受 験 等 を 目 的 と し た 単 な る 知 識 や 特 別 な 技 能 の 早 期 獲 得 の み を 目 指 す よ う な 教 育 と な ら な い よ う に 配 慮 す る こ と 。 

七 認 定 こ ど も 園 に お け る 園 舎 、 保 育 室 、 屋 外 遊 戯 場 、 遊 具 、 教 材 等 の 環 境 の 構 成 に 当 た っ て は 、 次 に 掲 げ る 点 に 留 意 す

る こ と 。 

イ 満 三 歳 未 満 の 子 ど も に つ い て は 特 に 健 康 、 安 全 及 び 発 達 が 十 分 に 確 保 さ れ る よ う 、 満 三 歳 以 上 の 子 ど も に つ い て は

学 級 に お け る 集 団 に よ る 活 動 の 中 で 遊 び を 中 心 と す る 子 ど も の 主 体 的 な 活 動 を 通 じ て 発 達 を 促 す 経 験 が 得 ら れ る よ う

工 夫 す る こ と 。 

ロ 満 三 歳 未 満 の 子 ど も に つ い て は 睡 眠 時 間 等 の 個 人 差 に 配 慮 し 、 満 三 歳 以 上 の 子 ど も に つ い て は 集 中 し て 遊 ぶ 場 所 及

び 家 庭 的 な 場 所 に つ い て 適 切 に 調 和 す る よ う 工 夫 す る こ と 。 

ハ 共 通 利 用 時 間 に つ い て は 、 子 ど も 一 人 一 人 の 行 動 の 理 解 及 び 予 測 に 基 づ き 計 画 的 に 環 境 を 構 成 す る と と も に 、 集 団

と の か か わ り の 中 で 、 自 己 を 発 揮 し 、 子 ど も 同 士 の 学 び 合 い が 深 ま り 広 が る よ う に 、 子 ど も の 教 育 及 び 保 育 に 従 事 す



る 者 の か か わ り を 工 夫 す る こ と 。 

ニ 子 ど も と そ の 教 育 及 び 保 育 に 従 事 す る 者 の 信 頼 関 係 を 十 分 に 築 き 、 子 ど も と と も に よ り 良 い 教 育 及 び 保 育 の 環 境 を

創 造 す る こ と 。 

八 認 定 こ ど も 園 に お け る 教 育 及 び 保 育 の 指 導 に 当 た っ て は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 留 意 す る こ と 。 

イ 就 学 前 ま で の 子 ど も の 発 達 の 連 続 性 を 十 分 理 解 し た 上 で 、 生 活 や 遊 び を 通 じ て 総 合 的 な 指 導 を 行 う こ と 。 

ロ 子 ど も の 発 達 の 個 人 差 、 認 定 こ ど も 園 の 利 用 を 始 め た 年 齢 の 相 違 等 に よ る 集 団 生 活 の 経 験 年 数 の 差 、 家 庭 環 境 等 を

踏 ま え 、 一 人 一 人 の 子 ど も の 発 達 の 特 性 及 び 課 題 に 十 分 留 意 し 、 特 に 満 三 歳 未 満 の 子 ど も に つ い て は 個 別 的 な 対 応 を

図 る と と も に 、 子 ど も の 集 団 生 活 へ の 円 滑 な 接 続 に つ い て 、 家 庭 と の 連 携 及 び 協 力 を 図 る 等 十 分 に 留 意 す る こ と 。 

ハ 一 日 の 生 活 の 時 間 や 利 用 時 間 が 異 な る 子 ど も が 共 に 過 ご す こ と を 踏 ま え 、 子 ど も に 不 安 や 動 揺 を 与 え な い よ う に す

る 等 の 配 慮 を 行 う こ と 。 

ニ 共 通 利 用 時 間 に お い て は 、 同 年 代 の 子 ど も と の 集 団 生 活 の 中 で 遊 び を 中 心 と す る 子 ど も の 主 体 的 な 活 動 を 通 じ て 発

達 を 促 す 経 験 が 得 ら れ る よ う に 、 環 境 の 構 成 、 子 ど も の 教 育 及 び 保 育 に 従 事 す る 者 の 指 導 等 を 工 夫 す る こ と 。 

ホ 食 事 に つ い て は 、 望 ま し い 食 習 慣 の 定 着 を 促 し 、 一 人 一 人 の 子 ど も の 状 態 に 応 じ た 摂 取 法 及 び 摂 取 量 並 び に 食 物 ア

レ ル ギ ー 等 へ の 適 切 な 対 応 に 配 慮 す る と と も に 、 食 に 関 す る 様 々 な 体 験 活 動 等 を 通 じ て 、 食 事 を す る こ と へ の 興 味 及

び 関 心 を 高 め 、 健 全 な 食 生 活 を 実 践 す る 力 の 基 礎 を 培 う 食 育 の 取 組 を 行 う こ と 。 

ヘ 午 睡 に つ い て は 、 安 心 し て 眠 る こ と が で き る 環 境 を 確 保 す る と と も に 、 子 ど も の 利 用 時 間 が 異 な る こ と 及 び 子 ど も

の 発 達 の 状 況 や 個 人 に よ っ て 睡 眠 時 間 に 差 が あ る こ と 等 に 留 意 し 、 一 律 と な ら な い よ う 配 慮 す る こ と 。 

ト 健 康 状 態 、 発 達 の 状 況 、 家 庭 環 境 等 か ら 特 別 に 配 慮 を 要 す る 子 ど も に つ い て 、 一 人 一 人 の 状 況 を 的 確 に 把 握 し 、 専

門 機 関 と の 連 携 を 含 め 、 適 切 な 環 境 の 下 で 健 や か な 発 達 が 図 ら れ る よ う 留 意 す る こ と 。 

チ 家 庭 と の 連 携 に 当 た っ て は 、 日 常 の 子 ど も の 状 況 を 的 確 に 把 握 し 、 家 庭 と の 間 で 日 常 の 子 ど も の 様 子 を 適 切 に 伝 え

合 い 、 十 分 な 説 明 に 努 め る 等 、 日 常 的 な 連 携 を 図 る と と も に 、 職 員 間 の 連 絡 及 び 協 力 の 体 制 を 築 き 、 家 庭 か ら の 信 頼

を 得 ら れ る よ う に す る こ と 。 

リ 保 護 者 の 生 活 形 態 が 異 な る こ と に 留 意 し 、 全 て の 保 護 者 の 相 互 理 解 が 深 ま る よ う に 配 慮 し つ つ 、 教 育 及 び 保 育 活 動



に 対 す る 保 護 者 の 積 極 的 な 参 加 を 促 す こ と 。 
九 認 定 こ ど も 園 は 、 次 に 掲 げ る 点 に 留 意 し て 、 小 学 校 教 育 と の 連 携 を 図 る こ と 。 

イ 子 ど も の 発 達 や 学 び の 連 続 性 を 確 保 す る 観 点 か ら 、 小 学 校 教 育 へ の 円 滑 な 接 続 に 向 け た 教 育 及 び 保 育 の 内 容 の 工 夫

を 図 り 、 連 携 を 通 じ た 質 の 向 上 を 図 る こ と 。 

ロ 地 域 の 小 学 校 等 と の 交 流 活 動 や 合 同 の 研 修 の 実 施 等 を 通 じ 、 認 定 こ ど も 園 の 子 ど も 及 び 小 学 校 等 の 児 童 並 び に 認 定 こ

ど も 園 と 小 学 校 等 の 職 員 間 の 交 流 を 図 る こ と 。 

ハ 全 て の 子 ど も に つ い て 指 導 要 録 （ 学 校 教 育 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 二 年 文 部 省 令 第 十 一 号 ） 第 三 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す

る 指 導 要 録 を い う 。 ） の 写 し 等 の 子 ど も の 育 ち を 支 え る た め の 資 料 の 送 付 に よ り 連 携 す る 等 、 教 育 委 員 会 、 小 学 校 等 と

の 積 極 的 な 情 報 の 共 有 及 び 相 互 理 解 を 図 る こ と 。 

（ 保 育 者 の 資 質 向 上 等 ） 

第 六 条 条 例 第 七 条 の 規 定 に よ り 子 ど も の 教 育 及 び 保 育 に 従 事 す る 者 の 資 質 の 向 上 等 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 留 意 し て 行 う も

の と す る 。 

一 子 ど も の 教 育 及 び 保 育 に 従 事 す る 者 は 、 自 ら そ の 資 質 の 向 上 に 努 め る こ と が 重 要 で あ る こ と 。 

二 指 導 計 画 の 作 成 、 教 材 の 準 備 、 研 修 等 に 必 要 な 時 間 を 確 保 す る た め 、 午 睡 の 時 間 及 び 休 業 日 の 活 用 、 非 常 勤 職 員 の 配

置 等 の 様 々 な 工 夫 を 行 う こ と 。 

三 幼 稚 園 の 教 員 免 許 状 を 有 す る 者 と 保 育 士 の 資 格 を 有 す る 者 と の 相 互 理 解 を 図 る こ と 。 

四 認 定 こ ど も 園 の 長 を 含 め た 職 員 の 研 修 に つ い て 、 認 定 こ ど も 園 の 内 外 に お け る 適 切 な 研 修 計 画 を 作 成 し 、 研 修 を 実 施

す る と と も に 、 研 修 の 機 会 を 確 保 で き る よ う 、 勤 務 体 制 に 配 慮 す る こ と 。 

五 認 定 こ ど も 園 の 長 は 、 認 定 こ ど も 園 を 一 つ の 園 と し て 多 様 な 機 能 を 一 体 的 に 発 揮 さ せ る 能 力 並 び に 地 域 の 人 材 及 び 資

源 を 活 用 し て い く 調 整 能 力 を 向 上 さ せ る こ と 。 

（ 子 育 て 支 援 事 業 ） 

第 七 条 条 例 第 八 条 の 子 育 て 支 援 事 業 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 留 意 し て 行 う も の と す る 。 

一 教 育 及 び 保 育 に 関 す る 専 門 性 を 十 分 に 活 用 し 、 子 育 て 相 談 や 親 子 の 集 い の 場 の 提 供 等 の 保 護 者 へ の 支 援 を 通 し て 保 護



者 自 身 の 子 育 て を 自 ら 実 践 す る 力 の 向 上 を 積 極 的 に 支 援 す る と と も に 、 認 定 こ ど も 園 か ら 地 域 の 子 育 て 世 帯 に 対 し て 働

き か け て い く よ う な 取 組 を 行 う よ う 努 め る こ と 。 
二 子 育 て 支 援 事 業 の 実 施 に 当 た っ て は 、 保 護 者 が 利 用 を 希 望 す る と き に 利 用 可 能 な 体 制 を 確 保 す る こ と 。 

三 子 ど も の 教 育 及 び 保 育 に 従 事 す る 者 が 研 修 等 に よ り 子 育 て 支 援 に 必 要 な 能 力 を 高 め 、 そ の 専 門 性 及 び 資 質 の 向 上 を 図

る と と も に 、 地 域 の 子 育 て を 支 援 す る ボ ラ ン テ ィ ア 、 特 定 非 営 利 活 動 法 人 及 び 関 係 機 関 と 連 携 す る 等 様 々 な 地 域 の 人 材

や 社 会 資 源 を 活 用 す る こ と 。 

（ 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 職 員 の 設 置 等 に 関 す る 基 準 ） 

第 八 条 条 例 第 十 二 条 第 三 項 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 職 員 の 員 数 を 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 園 児 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表

の 下 欄 に 定 め る 員 数 以 上 と す る こ と と す る 。 た だ し 、 当 該 職 員 の 員 数 は 、 常 時 二 人 を 下 回 ら な い も の と す る 。 

園 児 の 区 分 員 数 

一 満 四 歳 以 上 の 園 児 お お む ね 三 十 人 に つ き 一 人 

二 満 三 歳 以 上 満 四 歳 未 満 の 園 児 お お む ね 二 十 人 に つ き 一 人 

三 満 一 歳 以 上 満 三 歳 未 満 の 園 児 お お む ね 六 人 に つ き 一 人 

四 満 一 歳 未 満 の 園 児 お お む ね 三 人 に つ き 一 人 

備 考 

一 こ の 表 に 定 め る 員 数 は 、 副 園 長 （ 幼 稚 園 の 教 諭 の 普 通 免 許 状 （ 教 育 職 員 免 許 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 四 十 七 号 ）

第 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 普 通 免 許 状 を い う 。 以 下 こ の 表 に お い て 同 じ 。 ） を 有 し 、 か つ 、 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二

年 法 律 第 百 六 十 四 号 ） 第 十 八 条 の 十 八 第 一 項 の 登 録 （ 以 下 こ の 表 に お い て 「 登 録 」 と い う 。 ） を 受 け た も の に 限 る 。 ） 、

教 頭 （ 幼 稚 園 の 教 諭 の 普 通 免 許 状 を 有 し 、 か つ 、 登 録 を 受 け た も の に 限 る 。 ） 、 主 幹 保 育 教 諭 、 指 導 保 育 教 諭 、 保

育 教 諭 、 助 保 育 教 諭 又 は 講 師 で あ っ て 、 園 児 の 教 育 及 び 保 育 に 直 接 従 事 す る 者 の 数 を い う 。 

二 こ の 表 に 定 め る 員 数 は 、 同 表 の 上 欄 の 園 児 の 区 分 ご と に 下 欄 の 園 児 数 に 応 じ 定 め る 数 を 合 算 し た 数 と す る 。 

三 こ の 表 の 一 の 項 及 び 二 の 項 に 係 る 員 数 が 学 級 数 を 下 回 る と き は 、 当 該 学 級 数 に 相 当 す る 数 を 当 該 員 数 と す る 。 

四 園 長 が 専 任 で な い 場 合 は 、 原 則 と し て こ の 表 に 定 め る 員 数 を 一 人 増 加 す る も の と す る 。 



 
（ 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 保 育 室 等 の 設 置 の 特 例 ） 

第 九 条 条 例 第 十 三 条 第 三 項 の 規 則 で 定 め る 要 件 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 園 舎 が 第 十 二 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成

二 十 四 年 石 川 県 規 則 第 六 十 七 号 。 以 下 「 児 童 福 祉 施 設 基 準 条 例 施 行 規 則 」 と い う 。 ） 第 十 一 条 第 三 項 第 一 号 、 第 二 号 及

び 第 六 号 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す と き は 保 育 室 等 を 二 階 に 設 け る こ と が で き る 。 

二 条 例 第 十 三 条 第 二 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 園 舎 を 三 階 建 以 上 と す る 場 合 で あ っ て 、 当 該 園 舎 が 第 十 二 条 に お い て 読 み

替 え て 準 用 す る 児 童 福 祉 施 設 基 準 条 例 施 行 規 則 第 十 一 条 第 三 項 第 二 号 か ら 第 八 号 に ま で に 掲 げ る 要 件 を 満 た す と き は 、

保 育 室 等 を 三 階 以 上 の 階 に 設 け る こ と が で き る 。 

（ 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 園 舎 及 び 園 庭 の 面 積 に 関 す る 基 準 ） 

第 十 条 条 例 第 十 三 条 第 六 項 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 園 舎 の 面 積 は 、 次 に 掲 げ る 面 積 を 合 算 し た 面 積 以 上 と す る こ と 。 

イ 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 学 級 数 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 面 積 

学 級 数 面 積 （ 平 方 メ ー ト ル ） 

一 学 級 １８０ 

二 学 級 以 上 ３２０＋１００×（学級数－２） 

 ロ 満 三 歳 未 満 の 園 児 数 に 応 じ 、 次 条 の 規 定 に よ り 算 定 し た 面 積 

二 園 庭 の 面 積 は 、 次 に 掲 げ る 面 積 を 合 算 し た 面 積 以 上 と す る こ と 。 

イ 次 に 掲 げ る 面 積 の う ち い ず れ か 大 き い 面 積 

⑴ 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 学 級 数 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 面 積 

学 級 数 面 積 （ 平 方 メ ー ト ル ） 

二 学 級 以 下 ３３０＋３０×（学級数－１） 

三 学 級 以 上 ４００＋８０×（学級数－３） 



⑵ 三 ・ 三 平 方 メ ー ト ル に 満 三 歳 以 上 の 園 児 数 を 乗 じ て 得 た 面 積 
ロ 三 ・ 三 平 方 メ ー ト ル に 満 二 歳 以 上 満 三 歳 未 満 の 園 児 数 を 乗 じ て 得 た 面 積 

（ 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 に 備 え る べ き 設 備 の 面 積 に 関 す る 基 準 ） 

第 十 一 条 条 例 第 十 四 条 第 六 項 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 乳 児 室 の 面 積 は 、 一 ・ 六 五 平 方 メ ー ト ル に 満 二 歳 未 満 の 園 児 の う ち ほ ふ く し な い も の の 数 を 乗 じ て 得 た 面 積 以 上 と す

る こ と 。 

二 ほ ふ く 室 の 面 積 は 、 三 ・ 三 平 方 メ ー ト ル に 満 二 歳 未 満 の 園 児 の う ち ほ ふ く す る も の の 数 を 乗 じ て 得 た 面 積 以 上 と す る

こ と 。 

三 保 育 室 又 は 遊 戯 室 の 面 積 は 、 一 ・ 九 八 平 方 メ ー ト ル に 満 二 歳 以 上 の 園 児 数 を 乗 じ て 得 た 面 積 以 上 と す る こ と 。 

（ 児 童 福 祉 施 設 基 準 条 例 施 行 規 則 の 準 用 ） 

第 十 二 条 児 童 福 祉 施 設 基 準 条 例 施 行 規 則 第 十 一 条 第 三 項 の 規 定 は 、 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合

に お い て 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 児 童 福 祉 施 設 基 準 条 例 施 行 規 則 の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下

欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る 。 

読 み 替 え る 児 童 福 祉 施 設 基

準 条 例 施 行 規 則 の 規 定 

読 み 替 え ら れ る 字 句 読 み 替 え る 字 句 

第 十 一 条 第 三 項 第 一 号 耐 火 建 築 物 又 は 同 条 第 九 号 の 三 に 規 定

す る 準 耐 火 建 築 物 （ 同 号 ロ に 該 当 す る

も の を 除 く 。 ） 

耐 火 建 築 物 

第 十 一 条 第 三 項 第 二 号 施 設 又 は 設 備 設 備 

第 十 一 条 第 三 項 第 三 号 施 設 及 び 設 備 設 備 

第 十 一 条 第 三 項 第 六 号 乳 幼 児 園 児 

附 則 

（ 施 行 期 日 ） 



１ こ の 規 則 は 、 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） か ら 施 行 す る 。 
（ 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 職 員 配 置 に 係 る 特 例 ） 

２ 施 行 日 か ら 起 算 し て 五 年 間 は 、 副 園 長 又 は 教 頭 を 置 く 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 に つ い て の 第 八 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て

は 、 同 条 の 表 備 考 一 中 「 か つ 、 」 と あ る の は 、 「 又 は 」 と す る こ と が で き る 。 

（ 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 設 置 に 係 る 特 例 ）  

３ 施 行 日 の 前 日 に お い て 現 に 幼 稚 園 （ そ の 運 営 の 実 績 そ の 他 に よ り 適 正 な 運 営 が 確 保 さ れ て い る と 認 め ら れ る も の に 限

る 。 ） を 設 置 し て い る 者 が 、 当 該 幼 稚 園 を 廃 止 し 、 当 該 幼 稚 園 と 同 一 の 所 在 場 所 に お い て 、 当 該 幼 稚 園 の 設 備 を 用 い て 幼

保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 を 設 置 す る 場 合 に お け る 当 該 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 に 係 る 第 九 条 第 一 号 、 第 十 条 第 二 号 及 び 第 十

一 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄

に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る 。 

読 み 替 え る 規 定 読 み 替 え ら れ る 字 句 読 み 替 え る 字 句 

第 九 条 第 一 号 第 十 二 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 児 童 福

祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る

条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 四 年 石 川 県 規 則 第 六

十 七 号 。 以 下 「 児 童 福 祉 施 設 基 準 条 例 施 行 規

則 」 と い う 。 ） 第 十 一 条 第 三 項 第 一 号 、 第 二

号 及 び 第 六 号 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す 

耐 火 建 築 物 で 、 園 児 の 待 避 上 必 要 な 設 備 を 備 え

る 

第 十 条 第 二 号 イ 次 に 掲 げ る 面 積 の う ち い ず れ か 大 き い 面

積 

⑴ 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 学 級 数 に 応 じ 、

そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 面 積 

学 級 数 面 積 （ 平 方 メ ー ト ル ） 
イ 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 学 級 数 に 応 じ 、 そ れ

ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 面 積 

学 級 数 面 積 （ 平 方 メ ー ト ル ） 

二 学 級 以 下 330＋30×（学級数-1） 

三 学 級 以 上 400＋80×（学級数-3） 
 



二 学 級

以 下 

330＋30×（学級数-1） 

三 学 級

以 上 

400＋80×（学級数-3） 

⑵ 三 ・ 三 平 方 メ ー ト ル に 満 三 歳 以 上 の 園

児 数 を 乗 じ て 得 た 面 積 

第 十 一 条 一 乳 児 室 の 面 積 は 、 一 ・ 六 五 平 方 メ ー ト ル

に 満 二 歳 未 満 の 園 児 の う ち ほ ふ く し な い も

の の 数 を 乗 じ て 得 た 面 積 以 上 と す る こ と 。 
二 ほ ふ く 室 の 面 積 は 、 三 ・ 三 平 方 メ ー ト ル

に 満 二 歳 未 満 の 園 児 の う ち ほ ふ く す る も の

の 数 を 乗 じ て 得 た 面 積 以 上 と す る こ と 。 

三 保 育 室 又 は 遊 戯 室 の 面 積 は 、 一 ・ 九 八 平 方

メ ー ト ル に 満 二 歳 以 上 の 園 児 数 を 乗 じ て 得

た 面 積 以 上 と す る こ と 。 

一 乳 児 室 の 面 積 は 、 一 ・ 六 五 平 方 メ ー ト ル

に 満 二 歳 未 満 の 園 児 の う ち ほ ふ く し な い も

の の 数 を 乗 じ て 得 た 面 積 以 上 と す る こ と 。 

二 ほ ふ く 室 の 面 積 は 、 三 ・ 三 平 方 メ ー ト ル

に 満 二 歳 未 満 の 園 児 の う ち ほ ふ く す る も の

の 数 を 乗 じ て 得 た 面 積 以 上 と す る こ と 。 

４ 施 行 日 の 前 日 に お い て 現 に 保 育 所 （ そ の 運 営 の 実 績 そ の 他 に よ り 適 正 な 運 営 が 確 保 さ れ て い る と 認 め ら れ る も の に 限

る 。 ） を 設 置 し て い る 者 が 、 当 該 保 育 所 を 廃 止 し 、 当 該 保 育 所 と 同 一 の 所 在 場 所 に お い て 、 当 該 保 育 所 の 設 備 を 用 い て 幼

保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 を 設 置 す る 場 合 に お け る 当 該 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 に 係 る 第 九 条 第 一 号 及 び 第 十 条 の 規 定 の 適

用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に

読 み 替 え る も の と す る 。 

読 み 替 え る 規 定 読 み 替 え ら れ る 字 句 読 み 替 え る 字 句 

第 九 条 第 一 号 第 十 二 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 児 童 福

祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る

児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を

定 め る 条 例 施 行 規 則 



条 例 施 行 規 則 

第 十 条 第 一 号 イ 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 学 級 数 に 応 じ 、 そ

れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 面 積 

学 級 数 面 積 （ 平 方 メ ー ト ル ） 

一 学 級 180 

二 学 級 以 上 320＋100×（学級数-2） 
 

イ 満 三 歳 以 上 の 園 児 数 に 応 じ 、 次 条 の 規 定

に よ り 算 定 し た 面 積 

 

第 十 条 第 二 号 イ 次 に 掲 げ る 面 積 の う ち い ず れ か 大 き い 面

積 
⑴ 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 学 級 数 に 応 じ 、

そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 面 積 
学 級 数 面 積 （ 平 方 メ ー ト ル ） 

二 学 級 以 下 330＋30×（学級数-1） 

三 学 級 以 上 400＋80×（学級数-3） 

⑵ 三 ・ 三 平 方 メ ー ト ル に 満 三 歳 以 上 の 園

児 数 を 乗 じ て 得 た 面 積 

イ 三 ・ 三 平 方 メ ー ト ル に 満 三 歳 以 上 の 園 児

数 を 乗 じ て 得 た 面 積 

 


